
令和３年度第３回百貨店専門部会（議事要旨）（注） 

 

１ 日 時  令和３年10月12日（火） 9時01分～10時33分 

 

２ 場 所  山口地方合同庁舎２号館２階会議室 

 

３ 出席者  公益代表委員   ３名 

       労働者代表委員  ３名 

       使用者代表委員  ３名 

 

４ 議 題  

（１）金額審議について 

（２）その他 

 

５ 議事要旨 

（１）使用者側から以下のとおり主張がされた。 

・地域別最低賃金が過去最高の引上げになったことで、特定最低賃金はより

高い水準で改正決定されなければならないと考える。 

・地域別最低賃金の効力が本年10月1日から発効し、これに伴い多くの労働

者が28円という大幅な引上げの恩恵を受けるのと同様に、百貨店，総合ス

ーパーの最低賃金額の適用を受ける基幹的労働者についても、同様の労働

条件の改善を図ることが是非とも必要であると考える。 

・高い特定最低賃金をアピールできれば、いい人材が集まり、労働者のモチ

ベーションも向上し、企業の業績もアップするという好循環が生み出され

ていく。 

・以上の理由から、令和３年度の百貨店，総合スーパーの特定最低賃金の改

正決定に当たっては、特定賃金制度の優位性を維持するため、地域別最低

賃金と同程度の引上げを行うべきところであるが、長引くコロナ禍の影響

で深刻な打撃を受ける百貨店，総合スーパー業界にとって、28円という大



幅な引上げは、現状を無視したものであり、到底受け入れられるものでは

ない。 

・特定最低賃金制度の意義を踏まえ、業界として受入れ可能な引上げ額を模

索した結果、山口県春闘の卸売業・小売業の賃上げ率1.89％を参考に、令

和３年度の百貨店，総合スーパーの最低賃金額を16円引上げ、875円とす

ることで労使ともに合意に至った。 

・来年度以降は、地域別最低賃金の引上げに耐えうる改正決定の申出をしな

ければ、特定最低賃金の優位性を維持していくのは困難である。 

（２）労働者側から以下のとおり主張がされた。 

・使用者側委員から報告いただいたとおり、時間をかけて、慎重に、それぞ

れの立場を尊重しながら話し合った結果、導き出した労使の共通認識なの

で、使用者側が説明した内容を尊重していただきたい。 

（３）部会長が公労使の委員に意向を確認したところ「引上げ額16円、時間額

875円」で全会一致し、効力発生日は「令和３年12月15日」と決定された。 

（４）事務局から、今後の日程について説明を行った。 

 

注）百貨店専門部会の正式名称は「山口地方最低賃金審議会 山口県百貨店，総

合スーパー最低賃金専門部会」である。 

 

 




























